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平成 年 月 日（火）

号外第 号

17 22

33

３

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県補助金等交付規則 一部 改正 規則（ ）（財政課）…………………………………

鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則 一部 改正 規則（ ）（耕地課）……

◇鳥取県補助金等交付規則 一部 改正 規則

建設工事 行 補助事業等 完了 場合 提出 届出書 、補助事業者等 地方公共団体

場合 、原則 提出 要 。（第 条関係）

補助事業者等 、交付決定 受 補助事業等 完了予定年月日 属 年度 終了 （現行

交付決定 受 年度 終了 ） 、報告書 提出 、複数年度

事業 年度 進捗状況 報告 徴 。（第 条関係）

補助金等 支払 係 請求書 廃止 。（第 条、様式第 号、様式第 号関係）

補助事業者等 、補助金等 支払 時期若 額 変更又 支払 停止 求 、 内容

記載 当該補助金等 支払 係 申出書 当該補助事業等 関 資金計画書 添 知事 提出

。 、知事 、当該申出 場合 、概算払 通知 内容 変更

、 旨及 変更 内容 補助事業者等 通知 。（第 条関係）

施行期日等

（ ） 規則 、平成 年 月 日 施行 。 、 、公布 日 施行

。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則 一部 改正 規則

経営体育成基盤整備事業 係 各年度 分担金 額 、工事費 分 （振興山村、過疎地域又

急傾斜地帯 実施 事業 分 ） 相当 額及 事務費 分 相当

額 合算額 。（別表第 関係）

他所要 規定 整備 。

施行期日等

（ ） 規則 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。
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改 正 後 改 正 前

（補助事業等 完了）

第 条 補助事業者等 、次 掲 補助事業等 完了

（次項 規定 検査 段階的 行 必要

場合 、当該検査 係 部分 完了

） 、様式第 号 届出書 、別 定

知事 提出 。 、

地方公共団体 補助事業者等 （知事 特

必要 認 除 。） 他知事 次項

規定 検査 行 必要 認 、

限 。

（ ）及 （ ） 略

略

（補助事業等 完了）

第 条 補助事業者等 、次 掲 補助事業等 完了

（次項 規定 検査 段階的 行 必要

場合 、当該検査 係 部分 完了

） 、様式第 号 届出書 、別 定

知事 提出 。 、

知事 次項 規定 検査 行 必要 認

、 限 。

（ ）及 （ ） 略

略

改 正 後 改 正 前

（実績報告）

第 条 補助事業者等 、次 該当

、様式第 号 報告書 、別 定

、知事 提出 。

（実績報告）

第 条 補助事業者等 、次 該当

、様式第 号 報告書 、別 定

、知事 提出 。
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鳥取県補助金等交付規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県補助金等交付規則 一部 改正 規則

第 条 鳥取県補助金等交付規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

第 条 鳥取県補助金等交付規則 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中項及 号 表示 下線 引 項及 号（以下 条 「追加項等」 。）

加 。

次 表 改正前 欄中様式 表示 下線 引 様式（以下 条 「削除様式」 。） 削

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（削除様式 除 。以下 条 「改正部分」 。）

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（追加項等 除 。以下 条 「改正後部分」

。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在

場合 、当該改正後部分 加 。
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（ ） 補助事業等（補助金等 間接交付等

場合 、間接補助事業等。 条

同 ） 完了 。

（ ） 略

（ ） 交付決定 受 補助事業等 完了予定年月日

属 年度 終了 （前 号 該当 場

合 除 。）。

略

補助事業者等 、年度（第 項 報告書 報告

補助事業等 実績 係 年度 除 。） 終了

実施中 補助事業等 終了

、次 掲 事項 記載 補助金等進捗状況報告

書 、別 定 、知事 提出

。

（ ） 報告者 住所及 氏名（法人 、名称

及 代表者 氏名）

（ ） 報告年月日

（ ） 補助金等 名称

（ ） 交付決定通知 年月日及 番号

（ ） 交付決定 算定基準額及 交付決定額

（ ） 当該報告 係 年度 前年度 実績

算定基準額及 交付決定額

（ ） 当該報告 係 年度 実績 算定基準額

及 交付決定額

（ ） 当該報告 係 年度 翌年度以降 補助事業等

実施計画 算定基準額及 交付決定額

前項第 号 第 号 掲 算定基準額 合

計額又 交付決定額 合計額 、同項第 号 掲

算定基準額又 交付決定額 一致

（支払 時期等 変更等）

第 条 補助事業者等 、前条 通知 基 補助金等

支払 時期若 額 変更又 支払 停止 求

、次 掲 事項 記載 当該補助金等

支払 係 申出書 当該補助事業等 関 資金計画

書 添 知事 提出 。

（ ） 申出者 住所及 氏名（法人 、名称

及 代表者 氏名）

（ ） 申出年月日

（ ） 補助金等 名称

（ ） 交付決定通知 年月日及 番号

（ ） 交付決定額

（ ） 請求 内容（支払 時期若 額 変更又

支払 停止 別）

（ ） 支払 時期若 額 変更又 支払 停止

求 理由

（ ） 補助事業等（補助金等 間接交付等

場合 、間接補助事業等）

完了 。

（ ） 略

（ ） 交付決定 受 年度 終了 （前 号

該当 場合 除 。）。

略

（支払 請求）

第 条 補助事業者等 、補助金等 支払 請求

、様式第 号 請求書 次 掲 書類 添

知事 提出 。

（ ） 交付決定通知 写

（ ） 第 条第 項 規定 検査 受 場合

、 結果 係 第 条第 項 規定

通知 写

（ ） 交付額確定通知（概算払 受 場合

、前条 規定 通知） 写

（ ） 様式第 号 調書

（ ） 他知事 必要 認 書類

１

２

３

２

２

３ １

１

２

３

４

５

６

７

８

４ ６ ８

５

１

２

３

４

５

６

７

１

２

３ ２

２

６

１

２ ２

２

３

４ ７

５

が のためのも

のである にあっては この

において じ｡ がすべて したとき

を けた の

の する が したとき に する

を く

は の により

する の に る を く が し

たときにおいて の が しないとき

は に げる を した

を に めるところにより に しなけれ

ばならない

の び にあっては

び の

の

の び

の び

に る の までの におけ

る び

に る の における

び

に る の の

の における び

から までに げる の

は の は に げる

は と しなければならない｡

の の

は の に づく

の の しくは の は の を め

るときは に げる を した の

に る に に する

を えて に しなければならない

の び にあっては

び の

の

の び

の の しくは の は

の の

の しくは の は の を

める

が のためのも

のである にあっては がすべ

て したとき

を けた が したとき

に する を く

の

は の を すると

きは による に に げる を

えて に しなければならない

の し

の による を けた に

あっては その に る の によ

る の し

を ける にあって

は の による の し

による

その が と める

20 20

15

16



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号17 22 334 ３

２

６

１

２

３

４

７

知事 、前項 申出 場合 、前条

通知 内容 変更 、 旨及 変更 内容

補助事業者等 通知 。

様式第 号（第 条関係）

年 月 日

職 氏名 様

住所

申請者 氏名

（団体

、名称及 代表者

氏名）

年度（補助金等 名称）支払請求書

年 月 日 第 号 交付決定

（確定） 係 （補助金等 名称） 支払 、鳥

取県補助金等交付規則第 条 規定 、下記

請求 。

記

補 助 事 業 等 名 称

交付決定（確定）額

支 払 請 求 額

精算払、概算払 別

添 付 書 類

交付決定通知書 写

検査結果通知書 写

交付額確定通知書（概

算払通知書） 写

（補助金等 名称）受

入額調書

様式第 号（第 条関係）

（補助金等 名称）受入額調書

交付決定（確定額）

受入済額（受領日）

（ 年 月 日）

・

・

・

（ 年 月 日）

今 回 支 払 請 求 額

差 引 支 払 未 請 求 額

は の があった であって の

の を するときは その び の

を に するものとする
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り します
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20
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附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。 、第 条 規定 、公布 日 施行 。１ ４ １ １この は から する ただし の は の から する17
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改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

県営土地改良事業 各年度 分担金 額

及 略

場整備事業

（ ） 一般 場整備事

業及 土地利用秩序

形成 場整備事業

振興山村、過疎

地域又 知事 特

必要 認 地

域 行 事

業

以外 事業

（ ） 農村活性化土地

利用高度化事業

（ ） 低 化水田

農業大区画 場整備

工事費 分 相

当 額及 事務費

分 相当 額 合算

額

工事費 分 相

当 額及 事務費

分 相当 額 合算

額

工事費 分 相

当 額及 事務費

分 相当 額 合算

額

別表第 （第 条関係）

県営土地改良事業 各年度 分担金 額

及 略

経営体育成基盤整備

事業

（ ） 振興山村、過疎

地域又 急傾斜地帯

行 事業

（ ）（ ）以外 事業

工事費 分 相

当 額及 事務費

分 相当 額 合算

額

工事費 分 相

当 額及 事務費

分 相当 額 合算

額
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する び の
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の の に
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の の

び

は
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の

の の に

する び の

の に する の

の の に
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の に する の

100 15
100

15

100 17
100

15

100 15
100

15

100 10
100

15

100 12
100

15

（経過措置）

規則 施行 日前 交付決定 受 補助事業等 、 規則 改正後 鳥取県補助金等

交付規則 規定 、 従前 例 。

鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則 一部 改正 規則

鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下「移動別表細目」 。） 対

応 次 表 改正後 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下「移動後別表細目」 。）

存在 場合 、当該移動別表細目 当該移動後別表細目 、移動別表細目 対応 移動後別表細目

存在 場合 、当該移動別表細目（以下「削除別表細目」 。） 削 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示及 削除別表細目 除 。以下「改正部分」

。） 対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示 除 。以下「改正後部分」

。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在

場合 、当該改正部分 削 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。

２

３

この の の に を けた については この による の

の にかかわらず なお の によることができる

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の の の に が かれた の という に

する の の の の の に が かれた の という

が する には を とし に する が

しない には という を る

の の の が かれた の の び を く と

いう に する の の が かれた の の を く と

いう が する には を に め に する が し

ない には を る

の の の の で まれた を の の の の で まれた に める
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鳥取県規則第 号13
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事業及 担 手育成

基盤整備事業

振興山村、過疎

地域又 知事 特

必要 認 地

域 行 事

業

以外 事業

工事費 分 相

当 額及 事務費

分 相当 額 合算

額

工事費 分 相

当 額及 事務費

分 相当 額 合算

額

土地改良総合整備事

業

（ ） 一般

振興山村、過疎

地域、急傾斜地帯

又 特別排水不良

地域 行

事業

以外 事業

（ ） 畑地 推

進 場設置事

業

支線水路、枝線

水路及 末端

排水施設 係

事業

以外 事業

工事費 分 相

当 額及 事務費

分 相当 額 合算

額

工事費 分

相当 額及 事務費

分 相当 額

合算額

工事費 分 相

当 額及 事務費

分 相当 額 合算

額

工事費 分 相

当 額及 事務費

分 相当 額 合算

額

略

略

略

略

略

略

備考

略

表 、「急傾斜地帯」 受益地内

平均傾斜度 度以上 地域（水田地帯 除 。）

又 旧急傾斜地帯農業振興臨時措置法（昭和 年

法律第 号）第 条 規定 指定 地

域 、「特別排水不良地域」 当該地域内

略

略

略

略

略

略

備考

略

表 、「急傾斜地帯」 受益地内

平均傾斜度 度以上 地域（水田地帯 除 。）

又 別 知事 定 地域 。

び い

ア

は が

に と める
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の の に

する び の
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する び の

の に する の

ア

は

において う

イ ア の

かんがい

モデルほ

ア

び かん

がい に

る

イ ア の

の の に

する び の

の に する の

の の に

する び の

の に する の

の の に

する び の

の に する の

の の に

する び の

の に する の

この において とは

の が の を く

は

の により された

をいい とは

この において とは

の が の を く

は に が める をいう
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２

５
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の に める の の が

おおむね の をいう

かんがい

ほ

の

ほ

の に する

ものを く

かんがい しくは

は

しくは

のうちかんがい

に る

に げる

の による

の

という の

が の

に る の

という の の

の その の が

ヘクタ ルを えるときは ヘ

クタ ル である を

く

ほ は

しくは

のうち

に げる

の が

の の の その

かんがい を く

の

かんがい

を く は

しくは

のうちかん

がい に る

に げる

の による

の

とい

う の が

の に る の

という の

の の その の

が ヘクタ ルを える

ときは ヘクタ ル であ

る を く

は

のうち

に げる

の

が の の の

その の が ヘク

農地面積 占 排水不良農地 面積 割合

割 地域 。

～ 略

別表第 （第 条関係）

排水事業

水田営農活性化排水対策特別事業

略

場整備事業

土地改良総合整備事業

農地開発事業

別表第 （第 条関係）

県営土地改良事業 種類 地区

略

場整備事業

土地改良総合整備事

業（法第 条第 項第

号 事業 該当

除 。）

略

略

別表第 （第 条関係）

区分 面積

排水事業若 基

幹排水特別事業又 畑地帯総合

土地改良事業若 土地改良

総合整備事業 排

水施設 係 法第 条第 項第

号 掲 事業（土地区画整

理法（昭和 年法律第 号）

規定 土地区画整理事業

施行地区（以下「土地区画整

理事業施行地区」 。）

面積 当該土地改良事業 施行

係 地域内 土地（以下「受

益地」 。） 面積 分

（ 受益地 面積

ー 超

ー ）以上 場合 除

。）

略

場整備事業又 畑地帯総合

土地改良事業若 土地改良

総合整備事業 法第 条第

項第 号 掲 事業（土地

区画整理事業施行地区 面積

受益地 面積 分 （

略

～ 略

別表第 （第 条関係）

排水事業（基幹水利施設補修事業 除 。）

略

経営体育成基盤整備事業

農地開発事業

別表第 （第 条関係）

県営土地改良事業 種類 地区

略

経営体育成基盤整備

事業

略

略

別表第 （第 条関係）

区分 面積

排水事業（基幹水利

施設補修事業 除 。）又 畑

地帯総合整備事業若 経営

体育成基盤整備事業

排水施設 係 法第 条第

項第 号 掲 事業（土地

区画整理法（昭和 年法律第

号） 規定 土地区画

整理事業 施行地区（以下「土

地区画整理事業施行地区」

。） 面積 当該土地改良事

業 施行 係 地域内 土地

（以下「受益地」 。）

面積 分 （ 受益地

面積 ー 超

ー ）以上

場合 除 。）

略

畑地帯総合整備事業又 経営

体育成基盤整備事業 法第

条第 項第 号 掲 事業

（土地区画整理事業施行地区

面積 受益地 面積 分

（ 受益地 面積

略

10

29 119

10

100

10

10

29

119

10

100

10

10

100

３ ５

２ ４

１
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３
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３ ４

１

２

３

２ ２

１

４

４ ５

２ ２

１

１

２

２ ２

１

３ ５

２ ４

１

２

３

４

３ ４

１

２

３

４ ５

２

２ １

１

２ ２ ２

１
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受益地 面積 ー

超 ー ）

以上 場合 除 。）

農地開発事業又 畑地帯総合

土地改良事業若 土地改良

総合整備事業（一般） 法

第 条第 項第 号 掲 事

業

略

ー 超 ー

）以上 場合 除 。）

農地開発事業又 畑地帯総合

整備事業 法第 条第 項

第 号 掲 事業

略

の が ヘクタ ル

を えるときは ヘクタ ル

である を く

は

しくは

のうち

に げる

タ ルを えるときは ヘクタ

ル である を く

は

のうち

に げる

100

10

10

２ ２ ３

２ ２

３
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附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

改正後 鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則 規定 、平成 年度以後 採択 事業 係

分担金 適用 、平成 年度以前 採択 事業 係 分担金 、 従前 例 。

１ ４ １

２

この は から する

の の は に された に

る から し に された に る については なお の による

17

17
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